
入試セ事一第 19 号 
令 和 5 年 6 月 9 日 

  
各都道府県教育委員会教育長 
各指定都市教育委員会教育長 
各 都 道 府 県 知 事 
高等学校を設置する学校設置会社を所轄   
す る 構 造 改 革 特 別 区 域 法 
第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長 
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

 
 
                       独立行政法人大学入試センター理事長 
                               山  口  宏  樹 
                                  （ 公 印 省 略 ）  
 
 

令和 6 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項について（通知） 
 

 
標記の要項について，「令和 6 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施大綱」（令

和 4 年 6 月 3 日付け 4 文科高第 305 号文部科学省高等教育局長通知）の第 7 及び「令和 6 年度

大学入学者選抜実施要項」（令和 5 年 6 月 2 日付け 5 文科高第 369 号文部科学省高等教育局長通

知）の第 4 に基づき，別紙のとおり定めましたので通知します。 
「令和 5 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項」からの主な変更点等について

は下記のとおりです。 
都道府県教育委員会におかれては所管の高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校

の高等部を含む。以下同じ。）及び域内の高等学校を所管する指定都市を除く市区町村教育委員

会に対し，指定都市教育委員会におかれては所轄の高等学校に対し，都道府県知事及び構造改革

特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の高等学校に対

し，独立行政法人国立高等専門学校機構におかれては国立高等専門学校に対し，周知していただ

くようお願い申し上げます。 
 

記 
 

○受験案内の配付 
 令和 5 年 9 月 1 日（金）から配付 
○出願期間 
 令和 5 年 9 月 25 日（月）から 10 月 5 日（木）まで 
○試験実施期日 
 令和 6 年 1 月 13 日（土）及び 14 日（日） 
○追試験実施期日等 
 令和 6 年 1 月 27 日（土）及び 28 日（日） 
 試験場は，原則として全国を２地区に分け地区ごとに１か所を設定 

 

殿 

問合せ先 
独立行政法人大学入試センター事業部事業第一課 
電話 03-3465-8600（直通） 

03-3468-3311（代表）→音声案内1番 
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